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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器であって、
　外部装置と接続されるＨＤＭＩ入力端子と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に、電源ラインのレベルがハ
イレベルに変更されたか否かを検出する第１の検出手段と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に、ＨＰＤラインのレベルが
ハイレベルに変更されたか否かを検出する第２の検出手段と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に前記電源ラインのレベルが
ハイレベルに変更されたことが検出された場合は、前記ＨＰＤラインのレベルをハイレベ
ルに変更するための第１の処理を行い、前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続さ
れた場合に前記電源ラインのレベルがハイレベルに変更されなかったことが検出された場
合は、前記電源ラインのレベルをハイレベルに変更するための第２の処理を行う制御手段
と、
　前記第２の処理が行われた場合に前記ＨＰＤラインのレベルがハイレベルに変更された
ことが検出された場合は、前記外部装置のＨＤＭＩ入力端子と前記電気機器のＨＤＭＩ入
力端子とが接続されていることを通知するための情報を出力する出力手段と
を有することを特徴とする電気機器。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記第２の処理が行われた場合に前記ＨＰＤラインのレベルがハイレ
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ベルに変更されなかったことが検出された場合、前記外部装置のＨＤＭＩ入力端子と前記
電気機器のＨＤＭＩ入力端子とが接続されていることを通知するための情報を出力しない
ようにすることを特徴とする請求項１に記載の電気機器。
【請求項３】
　前記電気機器は、テレビジョン受信装置であることを特徴とする請求項１または２に記
載の電気機器。
【請求項４】
　電気機器であって、
　外部装置と接続されるＨＤＭＩ出力端子と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ出力端子とが接続された場合に、電源ラインのレベルがハ
イレベルに変更されたか否かを検出する第１の検出手段と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ出力端子とが接続された場合に、ＨＰＤラインのレベルが
ハイレベルに変更されたか否かを検出する第２の検出手段と、
　前記外部装置と前記ＨＤＭＩ出力端子とが接続された場合は、電源ラインのレベルをハ
イレベルに変更するための第１の処理を行い、前記第１の処理が行われた場合に前記ＨＰ
Ｄラインのレベルがハイレベルに変更されなかったことが検出された場合は、前記電源ラ
インのレベルをローレベルに変更するための第２の処理を行う制御手段と、
　前記第２の処理が行われた場合に前記電源ラインのレベルがハイレベルまたは中間電位
レベルに変更されたことが検出された場合は、前記外部装置のＨＤＭＩ出力端子と前記電
気機器のＨＤＭＩ出力端子とが接続されていることを通知するための情報を出力する出力
手段と
を有することを特徴とする電気機器。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記第２の処理が行われた場合に前記電源ラインのレベルがハイレベ
ルまたは中間電位レベルに変更されなかったことが検出された場合、前記外部装置のＨＤ
ＭＩ出力端子と前記電気機器のＨＤＭＩ出力端子とが接続されていることを通知するため
の情報を出力しないようにすることを特徴とする請求項４に記載の電気機器。
【請求項６】
　前記電気機器は、録画装置であることを特徴とする請求項４または５に記載の電気機器
。
【請求項７】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の電気機器の各手段としてコンピュータを機能さ
せるためのプログラム。
【請求項８】
　請求項４から６のいずれか１項に記載の電気機器の各手段としてコンピュータを機能さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＨＤＭＩ入力端子またはＨＤＭＩ出力端子を有する電気機器およびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハイビジョン映像や多チャンネル音声などを取り扱う機器のディジタルインタフ
ェースとして、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）が用いられている。
ＨＤＭＩで接続された装置は、互いに相手装置を認識することが可能であり、接続ケーブ
ルを介して映像・音声信号を転送するだけでなく、相手装置の制御や相手装置との連携動
作が可能である。
【０００３】
　図１４は、テレビジョン受信装置と、ＡＶ(Audio Visual)アンプ等のリピータ装置と、
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ハードディスクレコーダー等の録画装置とがＨＤＭＩで接続されたシステム内の通信に係
る構成を示す図である。
【０００４】
　なお、ＨＤＭＩで接続された機器間の通信に関する詳細については、非特許文献１を参
照されたい。
【０００５】
　まず、リピータ装置１４０２のフィジカル（物理）アドレスの取得手順について説明す
る。リピータ装置１４０２がＨＤＭＩ出力端子１４０２３の５ＶＰＷＲ（＋５Ｖ電源）ラ
インをハイレベルにすると、テレビジョン受信装置１４０１はHDMI入力端子１４０１３の
ＨＰＤ（Hot-Plug Detect）ラインをハイレベルにする。これにより、リピータ装置１４
０２はテレビジョン受信装置１４０１とＤＤＣ（Display Data Channel）通信可能である
ことを認識する。その後、リピータ装置１４０２はテレビジョン受信装置１４０１のＥＤ
ＩＤ（Extended Display Information Data)－ＲＯＭ１４０１２からＤＤＣ通信によりフ
ィジカルアドレスを取得する。
【０００６】
　ＤＤＣはＶＥＳＡ（Video Electronics Standards Association）によって策定された
規格である。ＤＤＣは、ディスプレイ側のＥＤＩＤ－ＲＯＭに格納されているディスプレ
イに関する情報を、ディスプレイに表示データを送信する機器へ与えるためのチャネルで
ある。テレビジョン受信装置１４０１のフィジカルアドレスは0.0.0.0で固定である。リ
ピータ装置１４０２のフィジカルアドレスは、テレビジョン受信装置１４０１のＨＤＭＩ
入力端子ごとに設けられているＥＤＩＤ－ＲＯＭ１４０１２内に規定されており、例えば
1.0.0.0である。
【０００７】
　また、録画装置１４０３のフィジカルアドレスも、同様にしてＤＤＣ通信によりリピー
タ装置１４０２内のＥＤＩＤ－ＲＯＭ１４０２２から取得する。録画装置１４０３のフィ
ジカルアドレスは、リピータ装置１４０２のＨＤＭＩ入力端子ごとに設けられているＥＤ
ＩＤ－ＲＯＭ１４０２２に規定されており、例えば1.1.0.0である。
【０００８】
　次にロジカル（論理）アドレス取得方法について説明する。図２に示すように、取得で
きるロジカルアドレスはデバイスタイプごとにあらかじめ定められている。
【０００９】
　例えば録画装置は「１」、「２」、「９」のいずれか、オーディオシステム（図１４で
はＡＶアンプ）は「５」である。このように、割当可能なロジカルアドレスの数は装置の
種類ごとに上限が定められている。
【００１０】
　録画装置１４０３は、自身が取得したいロジカルアドレス宛て（例えば「１」）にPoll
ingメッセージをブロードキャスト送信する。このメッセージに対する応答がいずれの装
置からも返ってこなければ（ＡＣＫビット＝１のままメッセージが返ってくれば）、その
ロジカルアドレスが空いていると分かるため、そのロジカルアドレスを取得する。一方、
他の装置から応答が返ってきた場合（ＡＣＫビット＝０のメッセージが返ってきた場合）
には、そのロジカルアドレスは既に他の録画装置に取得されている。その場合は、他の取
りうるロジカルアドレス（例えば「２」や「９」）について同様の処理を繰り返してロジ
カルアドレスを取得する（例えば、特許文献１、非特許文献１参照）。
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２０２１１５号公報
【非特許文献１】HDMI Licensing, LLC, ”High-Definition Multimedia Interface Spec
ification Version 1.3a”, 2006年11月10日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
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　通常、リピータ装置を介して２つの装置を接続する場合、図１４に示したように、リピ
ータ装置のＨＤＭＩ出力端子に第１の装置のＨＤＭＩ入力端子を、リピータ装置のＨＤＭ
Ｉ入力端子に第２の装置のＨＤＭＩ出力端子を接続する。
【００１３】
　しかしながら、リピータ装置が備えるＨＤＭＩ入力端子とＨＤＭＩ出力端子は見かけ上
同一のため、ユーザは入力端子同士や出力端子同士を誤って接続してしまうことがある（
以下、入出力端子誤接続という）。
【００１４】
　図１は、図１４と同様の装置間の接続において、入出力端子誤接続が生じた状態を示す
図である。
　図１では、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４とテレビジョン受信装置１
０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３が、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３と
録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０３２が誤って接続されている。
【００１５】
　このように誤接続された場合、リピータ装置１０２並びに録画装置１０３はフィジカル
アドレスならびにロジカルアドレスを取得できず、ＣＥＣ(Consumer Electronics Contro
l)通信出来ない状態のままになる。具体的には、ＨＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ
端子をハイレベルにしても、リピータ装置１０２はテレビジョン受信装置１０１のＥＤＩ
Ｄ－ＲＯＭ１０１２からフィジカルアドレスを取得することができない。リピータ装置１
０２のＨＤＭＩ出力端子がテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３では
なく、録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０３２に接続されているためである。
　また、入力端子同士、出力端子同士を接続しているため、装置間でのデータのやり取り
が全くできない。
【００１６】
　しかしながら、従来、このような入出力端子誤接続の発生をユーザに知らせる仕組みが
存在しておらず、使い勝手が悪かった。特に、電気機器の取り扱いに不慣れなユーザにと
っては何が間違っているのかを把握することが容易でなかった。
【００１７】
　そこで、本発明は、電気機器と外部装置とが誤接続されていることを、ユーザに通知で
きるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明に係る電気機器の一つは、電気機器であって、外部装置と接続されるＨＤＭＩ入
力端子と、前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に、電源ラインのレ
ベルがハイレベルに変更されたか否かを検出する第１の検出手段と、前記外部装置と前記
ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に、ＨＰＤラインのレベルがハイレベルに変更され
たか否かを検出する第２の検出手段と、前記外部装置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続さ
れた場合に前記電源ラインのレベルがハイレベルに変更されたことが検出された場合は、
前記ＨＰＤラインのレベルをハイレベルに変更するための第１の処理を行い、前記外部装
置と前記ＨＤＭＩ入力端子とが接続された場合に前記電源ラインのレベルがハイレベルに
変更されなかったことが検出された場合は、前記電源ラインのレベルをハイレベルに変更
するための第２の処理を行う制御手段と、前記第２の処理が行われた場合に前記ＨＰＤラ
インのレベルがハイレベルに変更されたことが検出された場合は、前記外部装置のＨＤＭ
Ｉ入力端子と前記電気機器のＨＤＭＩ入力端子とが接続されていることを通知するための
情報を出力する出力手段とを有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る電気機器の一つは、電気機器であって、外部装置と接続されるＨＤＭＩ出
力端子と、前記外部装置と前記ＨＤＭＩ出力端子とが接続された場合に、電源ラインのレ
ベルがハイレベルに変更されたか否かを検出する第１の検出手段と、前記外部装置と前記
ＨＤＭＩ出力端子とが接続された場合に、ＨＰＤラインのレベルがハイレベルに変更され
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たか否かを検出する第２の検出手段と、前記外部装置と前記ＨＤＭＩ出力端子とが接続さ
れた場合は、電源ラインのレベルをハイレベルに変更するための第１の処理を行い、前記
第１の処理が行われた場合に前記ＨＰＤラインのレベルがハイレベルに変更されなかった
ことが検出された場合は、前記電源ラインのレベルをローレベルに変更するための第２の
処理を行う制御手段と、前記第２の処理が行われた場合に前記電源ラインのレベルがハイ
レベルまたは中間電位レベルに変更されたことが検出された場合は、前記外部装置のＨＤ
ＭＩ出力端子と前記電気機器のＨＤＭＩ出力端子とが接続されていることを通知するため
の情報を出力する出力手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、電気機器と外部装置とが誤接続されていることを、ユーザに通知する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
（第１の実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の好適かつ例示的な実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る電気機器の一例としてのテレビジョン受信装置
、リピータ装置、および録画装置が接続されたＡＶシステムの構成例を示す図である。な
お、図１では、本実施形態に係る装置の特徴を説明するため、入出力端子誤接続が発生し
た状態を示している。本明細書において、電気機器が有するディジタルインタフェースは
ＨＤＭＩであるものとするが、他のディジタルインタフェースを有する電気機器への本発
明の適用性を排除するものではない。
【００２４】
　ＡＶシステムは、テレビジョン受信装置１０１、リピータ装置１０２、録画装置１０３
、外部操作装置１０４から構成される。
　図３は、テレビジョン受信装置１０１の構成例を示すブロック図である。テレビジョン
受信装置１０１は、チューナ部１０１０１、デコーダ部１０１０２、表示部１０１０３、
アンプ部１０１０４、スピーカ部１０１０５を有する。テレビジョン受信装置１０１はさ
らに、外部操作受信部１０１０６、セレクタ部１０１０７、通信制御部１０１０８、ＥＤ
ＩＤ－ＲＯＭ１０１２、ＣＰＵ１０１１、グラフィックス生成部１０１１１、ＨＤＭＩ入
力端子１０１３を有する。
【００２５】
　また、図４は、通信制御部１０１０８の構成例を示すブロック図である。通信制御部１
０１０８は、機器接続検出部４０１、接続障害検出部４０２、端子制御部４０３、誤接続
検出部４０４からなる。
【００２６】
　本実施形態では、ＡＶシステムとしてＨＤＭＩ規格に準拠したインタフェースで装置が
接続されているものとする。本実施形態のＡＶシステムでは、ユーザがテレビジョン受信
装置１０１とリピータ装置１０２の入力端子同士を誤接続した場合を検出する。具体的に
は、テレビジョン受信装置１０１が、本来リピータ装置１０２の入力端子に接続されるべ
き装置（この場合は録画装置１０３）に成り代わって、リピータ装置１０２と認証処理（
フィジカルアドレス取得処理）を行う。つまり、テレビジョン受信装置１０１が録画装置
１０３として振る舞う。そして、認証処理結果によって誤接続を検出し、ユーザに例えば
警告表示によって報知する。
【００２７】
　すなわち、自身の入力端子に接続機器の出力端子が正しく接続されていれば、接続機器
から自身の入力端子に対してなされることが予期される認証動作が行われない場合に、接
続機器との接続障害が発生したことを検出する。そして、接続障害が検出された場合、接
続機器に対し、通常は出力端子が認証処理時に行う動作を誤接続検出動作として入力端子
が実行し、当該誤接続検出動作に対して接続機器から正常な応答があった場合に、誤接続
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を検出する。
【００２８】
　図１に示すＡＶシステムの入出力端子が正しく接続された場合の動作について説明する
。この場合、録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０３２からリピータ装置１０２のＨＤ
ＭＩ入力端子１０２４に対して５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにする。これは、録画装置１
０３がリピータ装置１０２のＥＤＩＤ－ＲＯＭ１０２２からフィジカルアドレスをＤＤＣ
通信で取得するための認証処理である。続いて、リピータ装置１０２はＨＤＭＩ入力端子
１０２４のＨＰＤ端子をハイレベルにする認証処理を行う。
【００２９】
　しかしながら、図１のリピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４に接続されてい
るのはテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３である。そのため、テレ
ビジョン受信装置１０１が録画装置１０３に成り代わって、リピータ装置１０２のＨＤＭ
Ｉ入力端子１０２４に対して認証処理を行う。
【００３０】
（テレビジョン受信装置１０１）
　以下、本実施形態に係るテレビジョン受信装置１０１について詳細に説明する。
（チューナ部）
　図３のアンテナ１０５より受信されたテレビジョン放送信号は、チューナ部１０１０１
に入力される。チューナ部１０１０１は、受信すべきチャンネルの情報（周波数、ＴＳ_
ＩＤ）をＣＰＵ１０１１より得て、周波数を切り替えて、所望のＴＳ（トランスポートス
トリーム）を出力する。このＴＳデータは、ＭＵＬＴＩ２暗号方式（詳細はARIB STD-B25
 第3章を参照）によるデスクランブル処理された後、ＰＥＳ（Packetized Elementary St
reams)パケットとセクションデータにデマルチプレクスされる。
【００３１】
　なお、ＰＥＳパケットには、ＭＰＥＧ－２形式のオーディオストリーム、ビデオストリ
ーム等が含まれる。また、セクションデータには、番組情報伝送用のＰＳＩ（Program Sp
ecific Information）やデータ放送用のカルーセルデータ等が含まれる。ビデオストリー
ム及びオーディオストリームデータはデコーダ部１０１０２へ出力され、ＰＳＩセクショ
ンは番組に関する情報を得るために必要なＳＩ(Service Information)が取得され、ＣＰ
Ｕ１０１１に格納される。
【００３２】
（デコーダ部、表示部、アンプ部、スピーカ部、セレクタ部）
　デコーダ部１０１０２では、ビデオストリームデータに対して、規格（ARIB STD-B21 
第6章 6.1 ”映像復号処理及び出力”参照）に準拠したビデオ復号処理を適用し、表示部
１０１０３へ出力する。任意の方式によるディスプレイパネルを備える表示部１０１０３
は、デコーダ部１０１０２からのビデオストリームを表示する。
【００３３】
　また、デコーダ部１０１０２は、オーディオストリームデータに対しても規格（ARIB S
TD-B21 第6章 6.2 ”音声復号処理及び出力”参照）に準拠したオーディオ復号処理を適
用し、アンプ部１０１０４へ出力する。アンプ部１０１０４はオーディオ信号を増幅し、
スピーカ部１０１０５から出力する。
【００３４】
　また録画装置１０３より再生されたビデオおよびオーディオデータはＴＤＭＳチャネル
上で伝送され、セレクタ部１０１０７により切換されて、それぞれ表示部１０１０３及び
アンプ部１０１０４へ出力される。このセレクタ部１０１０７の切換制御はＣＰＵ１０１
１によりなされる。
【００３５】
（外部操作装置、外部操作受信部）
　ユーザによるテレビジョン受信装置１０１への指示は、リモコン等の外部操作装置１０
４によりなされ、指示内容を表す操作信号は外部操作受信部１０１０６で受信する。受信
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した操作信号はＣＰＵ１０１１で検出される。なお、録画装置１０３の動作に関しても、
外部操作装置１０４からテレビジョン受信装置１０１を通じて指示可能である。
【００３６】
　ＣＰＵ１０１１は、受信したユーザ指示に基づいて、通信制御部１０１０８を制御して
音量制御メッセージや録画メッセージ等のＣＥＣメッセージを生成してリピータ装置１０
２、録画装置１０３へ送信する。
【００３７】
　また逆に、リピータ装置１０２、録画装置１０３から送信されたＣＥＣメッセージは通
信制御部１０１０８で受信され、ＣＰＵ１０１１へ送信されてメッセージの解析がなされ
る。
【００３８】
（通信制御部、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ）
　まずフィジカルアドレス取得について説明する。
　通信制御部１０１０８は、リピータ装置１０２からのフィジカルアドレス取得要求（５
ＶＰＷＲラインをローからハイレベルにする）に応じて、レスポンスを返信する。レスポ
ンスの返信は、取得を許可する場合にはＨＰＤラインをローからハイレベルに、不許可の
場合はローのままにすることで行う。
【００３９】
　通常、フィジカルアドレスの取得が許可された場合、リピータ装置１０２はＥＤＩＤ－
ＲＯＭ１０１２とＤＤＣ通信を行い、フィジカルアドレスを取得する。フィジカルアドレ
スは、テレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ端子ごとに割り振られ、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ
１０１２内に格納されている。ただし、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１０１２はＨＤＭＩ端子ごとに
それぞれ持つようにしても良いし、可能であれば一つのＥＤＩＤ－ＲＯＭで切り替えを行
って、複数のフィジカルアドレスを返信するようにしても良い。
【００４０】
　続いてロジカルアドレス取得について説明する。
　リピータ装置１０２は、デバイスタイプごとに割り振られたロジカルアドレスの中から
、自身が取得したいロジカルアドレスを取得する。図２を用いて上述したように、リピー
タ装置、例えばオーディオシステムは「５」、録画装置は「１」、「２」、「９」のよう
に取得可能なロジカルアドレスは予め定められている。
【００４１】
　ロジカルアドレスの取得手順としては、上述したように、自身が取得したいロジカルア
ドレス宛て（例えば「５」）にPollingメッセージをブロードキャスト送信する。このメ
ッセージに対する応答がいずれの装置からも返ってこなければ（ＡＣＫビット＝１のまま
メッセージが返ってくれば）、そのロジカルアドレスは使用されていないため、そのロジ
カルアドレスを取得する。この取得方法の詳細については、非特許文献１に記載されてい
る。
【００４２】
　図１３は、ＣＥＣメッセージのブロック構造を説明するための図である。
　ＣＥＣメッセージの全てのデータブロック、ヘッダーブロックは１０ビット長で基本構
造は同じである。図１３（ａ）にヘッダー／データブロックの構造を示す。Information
ビットは８ビットあり、データ、オペコード、アドレス等が格納される。コントロールビ
ットであるＥＯＭ（End of Message）、ＡＣＫ（Acknowledge）フィールドは１ブロック
ごとに１ビットずつ存在する。ＥＯＭには伝送されるべきブロックが後に続くか否かが設
定されており、「０」は後にブロックが続くことを、「１」は最後のブロックであること
を示す。ＡＣＫは送信先デバイスからの応答であり、当該メッセージに対して該当の場合
は「０」が、非該当の場合「１」が設定されてくる。また図１３（ｂ）にヘッダーブロッ
クの構造を示す。ヘッダーブロックでは、８ビットのInformationビットが４ビットずつ
に分けられ、それぞれにInitiator、Destinationが設定される。Initiatorにはメッセー
ジ送信側（本実施形態においてはテレビジョン受信装置１０１）のロジカルアドレスが設
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定され、Destinationには受信側（例えばリピータ装置１０２）のロジカルアドレスが設
定される。
【００４３】
　したがって上述したPollingメッセージにおいて、受信側のロジカルアドレスとしてDes
tinationアドレスに例えば「５」を設定すると、ロジカルアドレス「５」を取得済みの機
器がいる場合にはＡＣＫビットが「０」に設定される。なお、実際にはInitiator側でハ
イレベルにしたＣＥＣラインをDestination側がローレベルに落としているが、ＡＣＫビ
ットの値「０」として表現する。これにより、ロジカルアドレス「５」を取得している装
置が存在することが分かる。
【００４４】
　また同様に、Give Physical Addressメッセージにおいて、受信側のロジカルアドレス
としてDestinationアドレスに例えば「５」を設定すると、次のような応答が返ってくる
。すなわち、ロジカルアドレス「５」を取得済みの装置がいる場合にはＡＣＫビットが「
０」に設定され、レスポンスとしてロジカルアドレス「５」の装置のフィジカルアドレス
がメッセージで返信される。これにより、ロジカルアドレス「５」を取得した装置が存在
することと、その装置のフィジカルアドレスが分かる。
【００４５】
　問い合わせた（要求した）ロジカルアドレスを取得している装置がいない場合、Pollin
gメッセージまたはGive Physical AddressメッセージのメッセージブロックのＡＣＫビッ
トには「１」が設定される。上述の通り、実際にはInitiator側でハイレベルにしたＣＥ
Ｃラインのレベルがハイレベルのまま維持される。
　以上、通信制御部１０１０８においてなされるフィジカルアドレス取得、ロジカルアド
レス取得、ＣＥＣ通信について説明した。以下に、入出力端子誤接続の検出処理について
説明する。
【００４６】
（入出力端子誤接続の検出）
　入出力端子誤接続の検出は、通信制御部１０１０８で行う。そのため、通信制御部１０
１０８は、図４に示すとおり、機器接続検出部４０１、接続障害検出部４０２、端子制御
部４０３、誤接続検出部４０４を有する。なお、図４において、入出力端子誤接続の検出
に関係ない信号線は省略している。
【００４７】
　以下、図５に示すフローチャートも参照して、通信制御部１０１０８における入出力端
子誤接続検出処理について説明する。ここでは一例として、リピータ装置１０２のＨＤＭ
Ｉ入力端子１０２４とテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３の誤接続
を検出する場合について説明する。
【００４８】
　機器接続検出部４０１は、ＨＤＭＩ入力端子１０１３へのＨＤＭＩケーブルコネクタの
挿抜を、例えば図示しないメカニカルな接点で検出し、テレビジョン受信装置１０１のＨ
ＤＭＩ入力端子１０１３への機器の接続有無を検出する（ステップＳ５０１）。
【００４９】
　フィジカルアドレスはＨＤＭＩ端子ごとにあらかじめ定められている。そのため、機器
接続検出部４０１は、複数のＨＤＭＩ端子を有するテレビジョン受信装置１０１に実装さ
れた場合、どのフィジカルアドレスの機器が接続されたかや、どのフィジカルアドレスの
機器が切断されたかを検出できる。機器接続検出部４０１は、また、いくつのフィジカル
アドレスが使用されているか（いくつの機器が接続されているか）も検出可能である。
【００５０】
　ステップＳ５０１において、機器接続検出部４０１がテレビジョン受信装置１０１のＨ
ＤＭＩ入力端子１０１３への機器接続を検出すると、接続障害検出部４０２は、時間の計
測を開始する。そして、接続障害検出部４０２は、一定時間経過しても接続機器（リピー
タ装置１０２）が５ＶＰＷＲラインをハイレベルにしてこない場合に接続障害が発生した
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ことを検出する（ステップＳ５０２）。このように、本実施形態では、機器接続が検出さ
れても接続機器から予期される認証動作が行われない（例えば予期される信号入力がない
）場合、接続障害を検出し、誤接続検出処理を行う。
【００５１】
　ステップＳ５０１において機器接続検出部４０１がテレビジョン受信装置１０１のＨＤ
ＭＩ入力端子１０１３への機器接続を検出し、ステップＳ５０２で接続障害検出部４０２
が接続機器との接続障害を検出した場合、ステップＳ５０３以降の入出力端子誤接続検出
を行う。これにより、接続障害の可能性が高い場合にのみ誤接続検出を行うようにするこ
とが可能である。しかしながら以下に説明する入出力端子誤接続検出は、テレビジョン受
信装置１０１の起動時に一度実施したり、あるいは接続障害の可能性にかかわらず、テレ
ビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ端子への機器接続が検出された際には定期的に実施し
てもよい。
【００５２】
（入出力端子誤接続検出処理）
　誤接続検出部４０４は、端子制御部４０３を制御して、５ＶＰＷＲ端子をハイレベルに
する（ステップＳ５０３）。この場合、図１のテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入
力端子１０１３の５ＶＰＷＲ端子がハイレベルにされる。
【００５３】
　このように、本実施形態に係るテレビジョン受信装置１０１は、接続障害が検出された
場合、予期されていたにも係わらず接続機器からなされなかった認証動作（ここではフィ
ジカルアドレスを取得するための認証処理（要求処理））を、接続機器に対して行う。こ
れは、図１でテレビジョン受信装置１０１が接続されている接続機器のＨＤＭＩ端子（リ
ピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４）に本来接続されるべき機器（例えば録画
装置１０３）として、テレビジョン受信装置１０１が振る舞うことに相当する。
【００５４】
　換言すれば、本実施形態に係るテレビジョン受信装置１０１は、自身の入力端子に接続
機器の出力端子が正しく接続されていれば、接続機器から入力端子に対してなされること
が予期される認証動作が行われない場合に、接続機器との接続障害の発生を検出する。そ
して、接続障害が検出された場合、接続機器に対し、通常は出力端子が認証処理時に行う
動作を誤接続検出動作として入力端子が実行する。
【００５５】
　そして誤接続検出部４０４は、接続機器（リピータ装置１０２）が応答としてＨＤＭＩ
入力端子１０１３のＨＰＤ端子をハイレベルにしてきたか否かを端子制御部４０３経由で
検出する（ステップＳ５０４）。ここで、ＨＰＤ端子のハイレベルが検出された場合、テ
レビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３に接続されているのが接続機器の
ＨＤＭＩ入力端子であること、即ち誤接続であることが検出できる（ステップＳ５０５）
。これは、ＨＰＤ端子のレベル変化が、リピータ装置１０２が自身のＨＤＭＩ入力端子１
０２４に接続された録画装置１０３が５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにしてきたことに対す
る応答として行った動作であると判断できるからである。
【００５６】
　その後、誤接続検出部４０４で検出された入出力端子誤接続は、ＣＰＵ１０１１へ通知
される。そしてＣＰＵ１０１１は、例えばグラフィックス生成部１０１１１を制御して、
入出力端子誤接続をユーザに報知するメッセージを生成し（あるいは図示しない不揮発性
メモリから読み出し）、表示部１０１０３に表示する（ステップＳ５０６）。なお、報知
方法は視覚的なメッセージの表示に限らず、スピーカ部１０１０５を通じた音声メッセー
ジの出力など、任意の方法で実行することができる。
【００５７】
　なお、本実施形態において、
・ステップＳ５０１でテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３への機器
の接続が検出されなかった場合、
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・ステップＳ５０２で接続機器との接続障害が検出されなかった場合、
・ステップＳ５０４でＨＤＭＩ入力端子のＨＰＤ端子のハイレベルが検出されなかった場
合、
には何も特別な処理を行わない。
【００５８】
　以上説明したように本実施形態によれば、入力端子に機器が接続されたことが検出され
ても、接続機器からの予期される認証動作が行われないことが検出された場合に、接続機
器に対して、当該予期されていた認証動作を行う。そして、接続機器が正常な応答を返し
て来た場合には、入力端子同士が誤接続されていると検出し、ユーザに報知する。
【００５９】
　すなわち、自身の入力端子に接続機器の出力端子が正しく接続されていれば、接続機器
から入力端子に対してなされることが予期される認証動作が行われない場合に、接続機器
との接続障害を検出する。そして、接続障害が検出された場合、接続機器に対し、通常は
出力端子が認証処理時に行う動作を誤接続検出動作として入力端子が実行し、当該誤接続
検出動作に対して機器から正常な応答があった場合に、誤接続を検出し、ユーザに報知す
る。
　そのため、ユーザは誤接続したことを知ることができ、直ちに適切な対応をとる（接続
をやり直す）ことが可能になる。
【００６０】
　なお、本実施形態ではテレビジョン受信装置の入力端子に接続機器の入力端子が誤接続
されたことを検出する例を説明したが、テレビジョン受信装置に限らず、他の装置におい
ても、同様に誤接続の発生を検出し、ユーザに報知可能であることは言うまでもない。
【００６１】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　第２の実施形態では、第１の実施形態においてリピータ装置１０２の電源がオフ（厳密
にはスタンバイ状態）である場合を想定している。リピータ装置１０２の電源がオフの場
合、誤接続検出のためにリピータ装置１０２に対して５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにして
も、リピータ装置１０２からＨＰＤ端子をハイレベルにしてこない。そのため、第１の実
施形態で説明した方法では入出力端子誤接続を検出できない。
【００６２】
　そのため、第２の実施形態では、誤接続検出のために接続機器（リピータ装置１０２）
に対して５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにしても接続機器がＨＰＤ端子をハイレベルにして
こない場合、接続機器の電源をオンさせてから、改めて入出力端子誤接続を検出する。
【００６３】
　これは、リピータ装置１０２や録画装置１０３は、電源オフの状態であっても、電源オ
ンメッセージに応答して電源をオンできる、所謂「電源オン連動機能」を通常有している
ことを利用したものである。具体的には、ＨＤＭＩで接続された機器においては、ＣＥＣ
電源オンメッセージを用いて電源をオンさせることができる。
【００６４】
　本実施形態におけるＡＶシステムの構成は、第１の実施形態（図１）と同様であり、ま
た、本実施形態に係るテレビジョン受信装置は、通信制御部１０１０８の構成および動作
のみが第１の実施形態と異なる。従って、以下では、本実施形態における通信制御部１０
１０８の構成および動作についてのみ説明する。
【００６５】
　図６は、本実施形態における通信制御部１０１０８の構成例を示すブロック図である。
通信制御部１０１０８は、機器接続検出部６０１、接続障害検出部６０２、端子制御部６
０３、誤接続検出部６０４、および接続機器電源制御部６０５を備える。
【００６６】
　図７は、本実施形態の通信制御部１０１０８による入出力端子誤接続検出処理を説明す
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るためのフローチャートである。
　機器接続検出部６０１は、ＨＤＭＩ入力端子１０１３へのＨＤＭＩケーブルコネクタの
挿抜を、例えば図示しないメカニカルな接点で検出し、テレビジョン受信装置１０１のＨ
ＤＭＩ入力端子１０１３への機器の接続有無を検出する（ステップＳ７０１）。
【００６７】
　ステップＳ７０１において、機器接続検出部６０１がテレビジョン受信装置１０１のＨ
ＤＭＩ入力端子１０１３への機器接続を検出すると、接続障害検出部６０２は、時間の計
測を開始する。そして、接続障害検出部６０２は、一定時間経過しても接続機器（リピー
タ装置１０２）が５ＶＰＷＲラインをハイレベルにしてこない場合に接続障害を検出する
（ステップＳ７０２）。
【００６８】
　誤接続検出部６０４は、入出力可能な端子制御部６０３を制御して、５ＶＰＷＲ端子を
ハイレベルにする（ステップＳ７０３）。この場合、図１のテレビジョン受信装置１０１
のＨＤＭＩ入力端子１０１３の５ＶＰＷＲ端子がハイレベルにされる。
【００６９】
　このように、本実施形態に係るテレビジョン受信装置１０１は、接続障害が検出された
場合、予期されていたにも係わらず接続機器からなされなかった認証動作（ここではフィ
ジカルアドレスを取得するための認証処理（要求処理））を、接続機器に対して行う。こ
れは、現在テレビジョン受信装置１０１が接続されている接続機器のＨＤＭＩ端子（リピ
ータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４）に本来接続されるべき機器（例えば録画装
置１０３）として振る舞うことに相当する。
【００７０】
　換言すれば、本実施形態に係るテレビジョン受信装置１０１は、自身の入力端子に接続
機器の出力端子が正しく接続されていれば、接続機器から入力端子に対してなされること
が予期される認証動作が行われない場合に、接続機器との接続障害を検出する。そして、
接続障害が検出された場合、接続機器に対し、通常は出力端子が認証処理時に行う動作を
誤接続検出動作として入力端子が実行する。
【００７１】
　そして誤接続検出部６０４は、接続機器（リピータ装置１０２）が応答としてＨＤＭＩ
入力端子１０１３のＨＰＤ端子をハイレベルにしてきたか否かを端子制御部６０３経由で
検出する（ステップＳ７０４）。ここで、ＨＰＤ端子のハイレベルが検出された場合、リ
ピータ装置１０２が、ＨＤＭＩ入力端子１０２４に接続された録画装置１０３が５ＶＰＷ
Ｒ端子をハイレベルにしてきた応答としてＨＰＤ端子をハイレベルにしてきたと判断でき
る。すなわち、テレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子１０１３に接続されてい
るのが接続機器のＨＤＭＩ入力端子であること、即ち誤接続が検出できる（ステップＳ７
０５）。
【００７２】
　その後、誤接続検出部６０４で検出された入出力端子誤接続は、ＣＰＵ１０１１へ通知
される。そしてＣＰＵ１０１１は、例えばグラフィックス生成部１０１１１を制御して、
入出力端子誤接続をユーザに報知するメッセージを生成し（あるいは図示しない不揮発性
メモリから読み出し）、表示部１０１０３に表示する（ステップＳ７０６）。なお、報知
方法は視覚的なメッセージの表示に限らず、スピーカ部１０１０５を通じた音声メッセー
ジの出力など、任意の方法で実行することができる。
【００７３】
　一方、ステップＳ７０４において、ＨＤＭＩ入力端子１０１３の５ＶＰＷＲ端子をハイ
レベルにしたにも係わらず、リピータ装置１０２がＨＰＤ端子をハイレベルにしてこなか
った場合、リピータ装置１０２の電源がオフである可能性が高い。
【００７４】
　そのため、誤接続検出部６０４は、接続機器（リピータ装置１０２）の電源状態を確認
する（ステップＳ７０７）。具体的には、誤接続検出部６０４は、接続機器電源制御部６
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０５を制御して、リピータ装置１０２の電源状態を確認するＣＥＣメッセージ（例えばGi
ve Device Power Statusメッセージ）を送信する。このメッセージに対し、リピータ装置
１０２から電源がオフ（スタンバイ）である旨の応答があれば、誤接続検出部６０４は接
続機器（リピータ装置１０２）の電源をオンさせる。具体的には、接続機器電源制御部６
０５を制御してリピータ装置１０２の電源をオンするＣＥＣメッセージ（例えばUser Con
trol PressedメッセージでPowerをParametersとして指定）を送信する（ステップＳ７０
８）。
【００７５】
　そして誤接続検出部６０４は、リピータ装置１０２の電源がオンされたことを、やはり
電源状態を確認するＣＥＣメッセージを接続機器電源制御部６０５を通じてリピータ装置
１０２へ送信して確認する（ステップＳ７０９）。このＣＥＣメッセージはステップＳ７
０７でリピータ装置１０２の電源状態の確認に用いたメッセージと同一であってよい。こ
のメッセージに対してリピータ装置１０２から電源オンである旨の応答があり、リピータ
装置１０２の電源オンが確認されたら、ステップＳ７０３からの処理を再度実施する。リ
ピータ装置１０２から電源オンである旨の応答がなければ、誤接続検出部６０４は、接続
機器電源制御部６０５を通じてリピータ装置１０２へ周期的に電源状態の確認メッセージ
を送信する。
【００７６】
　なお、
・ステップＳ７０１でテレビジョン受信装置１０１のＨＤＭＩ入力端子への機器の接続が
検出されなかった場合、
・ステップＳ７０２で接続機器との接続障害が検出されなかった場合、および
・ステップＳ７０５で接続機器の電源がオンであった場合、
には何も特別な処理を行わない。
【００７７】
　このように、本実施形態によれば、入力端子に機器が接続されたことが検出されても、
接続機器からの予期される認証動作が行われないことが検出された場合に、接続機器に対
して、当該予期されていた認証動作を行う。この際、接続機器から正常な応答がなければ
、接続機器の電源状態を確認し、電源オフであれば接続機器の電源をオンさせてから、予
期されていた認証動作を再度実行する。そして、接続機器が正常な応答を返して来た場合
には、入力端子同士が誤接続されていると検出し、ユーザに報知する。
【００７８】
　そのため、第１の実施形態における効果に加え、接続機器が電源オフ（スタンバイ）状
態であっても、ユーザは誤接続したことを知ることができ、直ちに適切な対応をとる（接
続をやり直す）ことが可能になる。
【００７９】
（第３の実施形態）
　次に本発明の第３の実施形態について説明する。
　第１の実施形態は、テレビジョン受信装置１０１とリピータ装置１０２の入力端子同士
が誤接続されたことをテレビジョン受信装置１０１が検出するものであった。これに対し
、本実施形態は、録画装置１０３とリピータ装置の出力端子同士が誤接続されたことを録
画装置１０３が検出するものである。
【００８０】
　つまり、本実施形態のＡＶシステムでは、録画装置１０３が、本来リピータ装置１０２
の出力端子に接続されるべき装置（この場合はテレビジョン受信装置１０１）に成り代わ
って、リピータ装置１０２と認証処理（フィジカルアドレス取得処理）を行う。つまり、
録画装置１０３がテレビジョン受信装置１０１として振る舞う。そして、認証処理結果に
よって誤接続を検出し、ユーザに例えば警告表示によって報知する。
【００８１】
　換言すれば、本実施形態に係る録画装置１０３は、自身の出力端子に接続機器の入力端
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子が正しく接続されていれば、接続機器から出力端子に対してなされることが予期される
認証動作が行われない場合に、接続機器との接続障害が発生したことを検出する。そして
、接続障害が検出された場合、接続機器に対し、通常は入力端子が認証処理時に行う動作
を誤接続検出動作として出力端子が実行する。そして、誤接続検出動作に対して機器から
正常な応答があった場合に、誤接続を検出し、ユーザに報知する。
【００８２】
　本実施形態におけるＡＶシステムの構成は、第１の実施形態（図１）と同様、テレビジ
ョン受信装置１０１、リピータ装置１０２、録画装置１０３、外部操作装置１０４から構
成される。
【００８３】
　しかし、本実施形態においては録画装置１０３の構成および動作が他の実施形態と異な
るため、録画装置１０３に関して以下説明する。
　図８は、本実施形態に係る録画装置１０３の構成例を示すブロック図である。録画装置
１０３は、通信制御部１０３０１、ＨＤＭＩ出力端子１０３２、ＣＰＵ１０３１、グラフ
ィックス生成部１０３０４、表示部１０３０５から構成される。
【００８４】
　また、図１０は、本実施形態における通信制御部１０３０１の構成例を示すブロック図
である。通信制御部１０３０１は、機器接続検出部１００１、接続障害検出部１００２、
端子制御部１００３、誤接続検出部１００４を備える。
【００８５】
　さらに、図９は、本実施形態の通信制御部１０３０１による入出力端子誤接続検出処理
を説明するためのフローチャートである。
　以下、図８、図１０のブロック図及び図９のフローチャートを参照して、本実施形態に
係る録画装置における入出力端子誤接続検出処理について説明する。
【００８６】
　機器接続検出部１００１は、ＨＤＭＩ入力端子１０１３へのＨＤＭＩケーブルコネクタ
の挿抜を、例えば図示しないメカニカルな接点で検出し、録画装置１０３のＨＤＭＩ出力
端子１０３２への機器の接続有無を検出する（ステップＳ９０１）。
【００８７】
　ステップＳ９０１で機器接続検出部１００１が録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０
３２への機器接続を検出すると、接続障害検出部１００２は端子制御部１００３を制御し
て５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにし、時間の計測を開始する（ステップＳ９０２）。そし
て、５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにしてから一定時間経過しても接続機器（リピータ装置
１０２）がＨＰＤ端子をハイレベルにしてこない場合に、接続障害を検出する（ステップ
Ｓ９０３）。
【００８８】
　ステップＳ９０１において機器接続検出部１００１が録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端
子１０３２への機器接続を検出し、ステップＳ９０３で接続障害検出部１００２が接続機
器との接続障害を検出した場合、ステップＳ９０４以降の入出力端子誤接続検出を行う。
これにより、接続障害の可能性が高い場合にのみ誤接続検出を行うようにすることが可能
である。しかしながら以下に説明する入出力端子誤接続検出は、録画装置１０３の起動時
に一度実施したり、あるいは接続障害の可能性にかかわらず、録画装置１０３のＨＤＭＩ
端子への機器接続が検出された際には定期的に実施してもよい。
【００８９】
　ステップＳ９０３で接続障害検出部１００２が接続障害を検出した場合、誤接続検出部
１００４は入出力可能な端子制御部１００３を制御して、ＨＤＭＩ出力端子１０３２の５
ＶＰＷＲ端子をローレベルにする（ステップＳ９０４）。
【００９０】
　これは、現在録画装置１０３が接続されている接続機器のＨＤＭＩ端子（リピータ装置
１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３）に本来接続されるべき機器（例えばテレビジョン受
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信装置１０１）として録画装置１０３が振る舞うことに相当する。
【００９１】
　その後、誤接続検出部１００４は、ＨＤＭＩ出力端子１０３２の５ＶＰＷＲ端子がハイ
レベルもしくは中間電位になったか検出する（ステップＳ９０５）。
【００９２】
　ＨＤＭＩ出力端子１０３２の５ＶＰＷＲ端子がハイレベルもしくは中間電位になったこ
とが検出された場合、誤接続検出部１００４は、誤接続であることを検出できる（ステッ
プＳ９０６）。具体的には、誤接続検出部１００４は、ＨＤＭＩ出力端子１０３２に接続
されているのが接続機器のＨＤＭＩ出力端子であることを検出できる。これは、５ＶＰＷ
Ｒ端子のレベル変化が、リピータ装置１０２が自身のＨＤＭＩ出力端子１０２３に接続さ
れたテレビジョン受信装置１０１に対して、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１０１２とのＤＤＣ通信を
始めるための要求として行った動作であると判断できるからである。なお、中間電位とな
るのは、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ端子がハイレベル
、録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０３２の５ＶＰＷＲ端子がローレベルのためであ
る。
【００９３】
　その後、誤接続検出部１００４で検出された入出力端子誤接続は、ＣＰＵ１０３１へ通
知される。そしてＣＰＵ１０３１は、例えばグラフィックス生成部１０３０４を制御して
、入出力端子誤接続をユーザに報知するメッセージを生成し（あるいは図示しない不揮発
性メモリから読み出し）、表示部１０３０５に表示する（ステップＳ９０７）。なお、報
知方法は視覚的なメッセージの表示に限らず、図示しないスピーカ部などを通じた音声メ
ッセージの出力など、任意の方法で実行することができる。
【００９４】
　なお、本実施形態において、
・ステップＳ９０１で録画装置１０３のＨＤＭＩ出力端子１０３２への機器の接続が検出
されなかった場合、
・ステップＳ９０２で接続機器との接続障害が検出されなかった場合、
・ステップＳ９０３でＨＤＭＩ出力端子の５ＶＰＷＲ端子のハイレベル又は中間電位レベ
ルが検出されなかった場合、
には何も特別な処理を行わない。
【００９５】
　以上説明したように本実施形態によれば、出力端子に機器が接続されたことが検出され
たことに応じて、接続機器に対して予め定められた動作を実行しても、予期される認証動
作が接続機器から行われないことが検出された場合に、誤接続検出処理を行う。具体的に
は、接続機器に本来接続されるべき機器として振る舞う。そして、接続機器が正常な応答
を返して来た場合には、出力端子同士が誤接続されていると検出し、ユーザに報知する。
【００９６】
　換言すれば、本実施形態に係る録画装置１０３は、自身の出力端子に接続機器の入力端
子が正しく接続されていれば、接続機器から出力端子に対してなされることが予期される
認証動作が行われない場合に、接続機器との接続障害が発生したことを検出する。そして
、接続障害が検出された場合、接続機器に対し、通常は入力端子が認証処理時に行う動作
を誤接続検出動作として出力端子が実行する。そして、誤接続検出動作に対して機器から
正常な応答があった場合に、誤接続を検出し、ユーザに報知する。
【００９７】
　そのため、ユーザは誤接続したことを知ることができ、直ちに適切な対応をとる（接続
をやり直す）ことが可能になる。
　なお、本実施形態では録画装置１０３の出力端子に接続機器の出力端子が誤接続された
ことを検出する例を説明したが、録画装置１０３に限らず、他の装置においても、同様に
誤接続の発生を検出し、ユーザに報知可能であることは言うまでもない。
【００９８】



(15) JP 5441389 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

（第４の実施形態）
　次に本発明の第４の実施形態について説明する。
　第１の実施形態では、テレビジョン受信装置１０１が録画装置１０３に成り代わって、
リピータ装置１０２と認証処理を行い、この結果によって誤接続を検出してユーザに警告
表示するように制御した。これに対して、第４の実施形態では、リピータ装置１０２が主
体となって、テレビジョン受信装置１０１、あるいは録画装置１０３との認証処理を行い
、この結果によって誤接続を検出してユーザに警告表示するように制御する。
【００９９】
　本実施形態におけるＡＶシステムの構成は、第１の実施形態（図１）と同様、テレビジ
ョン受信装置１０１、リピータ装置１０２、録画装置１０３、外部操作装置１０４から構
成される。
【０１００】
　しかし、本実施形態においてはリピータ装置１０２の構成および動作が他の実施形態と
異なるため、リピータ装置１０２に関して以下説明する。
【０１０１】
　図１１は、本実施形態に係るリピータ装置１０２の構成例を示すブロック図である。リ
ピータ装置１０２は、通信制御部１０２０１、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１０２２、ＨＤＭＩ出力
端子１０２０３、ＨＤＭＩ入力端子１０２４、ＣＰＵ１０２１、グラフィックス生成部１
０２０６、表示部１０２０７から構成される。
【０１０２】
　また通信制御部１０２０１は、第３の実施形態の通信制御部１０３０１と同様、図１０
に示すように、機器接続検出部１００１、接続障害検出部１００２、端子制御部１００３
、誤接続検出部１００４を備える。
【０１０３】
　さらに、図１２は、本実施形態の通信制御部１０２０１による入出力端子誤接続検出処
理を説明するためのフローチャートである。
　以下、図１０、図１１のブロック図及び図１２のフローチャートを参照して、本実施形
態に係る録画装置における入出力端子誤接続検出処理について説明する。
【０１０４】
　機器接続検出部１００１は、ＨＤＭＩ入力端子１０１３へのＨＤＭＩケーブルコネクタ
の挿抜を、例えば図示しないメカニカルな接点で検出し、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ
出力端子１０２３への機器の接続有無を検出する（ステップＳ１２０１）。
【０１０５】
　機器接続検出部１００１でリピータ装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３に機器が接
続されたことを検出すると、接続障害検出部１００２は端子制御部１００３を制御してＨ
ＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにする（ステップＳ１２０２）。
これに対して接続機器（録画装置１０３）がＨＰＤ端子をハイレベルにしてこない場合に
、接続障害を検出する（ステップＳ１２０３）。
【０１０６】
　そして接続障害を検出した場合、誤接続検出部１００４は入出力可能な端子制御部１０
０３を制御して、ＨＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ端子をローレベルにする（ステ
ップＳ１２０４）。その後、誤接続検出部１００４は、５ＶＰＷＲ端子がハイレベルもし
くは中間電位になったことを検出する（ステップＳ１２０５）。
【０１０７】
　この場合、図１のリピータ装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ端子が
ハイレベルもしくは中間電位にされる。これは、録画装置１０３が、ＨＤＭＩ出力端子１
０３２に接続されたリピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４に対して、ＥＤＩＤ
－ＲＯＭ１０２２とのＤＤＣ通信を始めるための要求として５ＶＰＷＲ端子をハイレベル
にしてきたからと判断できる。従って誤接続検出部１００４は、入出力端子誤接続を検出
できる（ステップＳ１２０６）。なお、５ＶＰＷＲ端子が中間電位となるのは、リピータ
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装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３の５ＶＰＷＲ端子がローレベル、録画装置１０３
のＨＤＭＩ出力端子１０３２の５ＶＰＷＲ端子がハイレベルのためである。
【０１０８】
　以上のようにして入出力端子誤接続が検出された場合、誤接続検出部１００４で検出さ
れた入出力端子誤接続は、ＣＰＵ１０２１へ通知される。そしてＣＰＵ１０２１は例えば
グラフィックス生成部１０３０４を制御して、入出力端子誤接続をユーザに報知するメッ
セージを生成し（あるいは図示しない不揮発性メモリから読み出し）、表示部１０３０５
に表示する（ステップＳ１２０７）。なお、報知方法は視覚的なメッセージの表示に限ら
ず、図示しないスピーカ部などを通じた音声メッセージの出力など、任意の方法で実行す
ることができる。
【０１０９】
　以上、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ出力端子１０２３において、録画装置１０３との
間で認証処理を行うことで、出力端子同士の誤接続を検出する動作について説明した。し
かしながら、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０２４において、テレビジョン受
信装置１０１と認証処理を行うことで、入力端子同士の誤接続を検出できることは言うま
でもない。この場合には、通信制御部１０２０１が第１の実施形態で説明したテレビジョ
ン受信装置１０１の通信制御部１０１０８と同様に動作すればよい。すなわち、誤接続検
出部１００４は接続障害が検出された場合、リピータ装置１０２のＨＤＭＩ入力端子１０
２４より、テレビジョン受信装置１０１に対して５ＶＰＷＲ端子をハイレベルにする。そ
して、テレビジョン受信装置１０１がＨＤＭＩ入力端子１０２４のＨＰＤ端子をハイレベ
ルにしてきたならば、誤接続であると検出する。
【０１１０】
（他の実施形態）
　上述の実施形態は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。
　従って、上述の実施形態をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給され
るコンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の実施形態
の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【０１１１】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【０１１２】
　上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【０１１３】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
【０１１４】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。
　つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
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【０１１５】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。
【０１１６】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
　さらに、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電気機器の一例としてのテレビジョン受信装置、
リピータ装置、および録画装置が接続されたＡＶシステムの構成例を示す図である。
【図２】ＨＤＭＩのロジカルアドレスについて説明するための図である。
【図３】図１におけるテレビジョン受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３における通信制御部の構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る通信制御部における入出力端子誤接続検出処理を
説明するためのフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るテレビジョン受信装置の通信制御部の構成例を示
すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る通信制御部における入出力端子誤接続検出処理を
説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る録画装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る通信制御部における入出力端子誤接続検出処理を
説明するためのフローチャートである。
【図１０】本発明第３の実施形態に係る通信制御部の構成例を示すブロック図である。
【図１１】本発明第４の実施形態に係るリピータ装置の構成例を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係る通信制御部における入出力端子誤接続検出処理
を説明するためのフローチャートである。
【図１３】ＣＥＣメッセージのヘッダー/データブロックの構造を説明するための図であ
る。
【図１４】テレビジョン受信装置と、ＡＶアンプ等のリピータ装置と、ハードディスクレ
コーダー等の録画装置とがＨＤＭＩで接続されたシステム内の通信に係る構成を示す図で
ある。
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